
社会福祉法人　港区社会福祉協議会

あんしん未来・終活サポート事業あんしん未来・終活サポート事業

●東京メトロ日比谷線・都営大江戸線
　「六本木駅」下車　3番出口　徒歩7分

●東京メトロ南北線・都営大江戸線
　「麻布十番駅」下車　7番出口　徒歩10分

●東京メトロ南北線
　「六本木一丁目駅」下車　2番出口　徒歩10分

●港区コミュティーバス（ちぃばす）
　田町ルート・麻布東ルート・麻布西ルート
　「麻布地区総合支所前」下車　徒歩1分

交通機関

社会福祉法人　港区社会福祉協議会　権利擁護推進係

権利擁護センター
〒106-0032　東京都港区六本木5-16-45　港区麻布地区総合支所　２階

03-6230-0283　　　　　　　03-6230-0285
月曜日～金曜日　午前８時30分～午後５時15分
（土日祝日・年末年始を除く）

成年後見制度や福祉サービス利用援助事業についてのご相談もお受けしています。

受付時間

TEL FAX

※港区社会福祉協議会は、社会福祉に関する事業・活動を行い地域福祉推進を図ることを目的とする社会福祉法人です。
　地域住民の福祉増進を図るための公共性と自主性をもった非営利の民間団体です。
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■■■■■■■■■■お 亡 く な り に な っ た ら

港区
社会福祉
協議会

死後事務
受任者

遺言
執行者

死後事務受任者及び遺言執行者の
業務履行を確認します。

公正証書遺言に基づいて、
相続手続きを行います。

葬儀や家財処分等
死後事務委任契約書で
定めた事務を行います。

葬儀や家財の
処分は

備えておけば
いいのね

頼れる人は
いないけど

相談できて安心

¥ ¥

¥
¥

頼れる身寄りがいない人を対象に、日常的な見守りや預託金の

範囲での入院・入所時の手続き支援、死後事務の支援など、生前

から亡くなった後までを一体的にサポートするしくみです。

サポート事業あんしん生活あんしん生活

※死後事務受任者と遺言執行者は、同一の専門職が行う場合もあります。



❶ 事前相談

●まずは終活相談
窓口までご相談く
ださい。
※秘密は厳守します。
※相談は無料です。

❷ 面談

●サービスの内容に
ついてご説明をし
ます。
お困りごとについて
一緒に整理します。

❸ 利用申込

●利用を希望される
場合には、利用申
込書及び個人情
報申告シートを提
出いただきます。

❹ 審査
（対象要件の確認）

●提出いただいた利
用申込書及び個人
情報申告シートに
て、対象となるか
を確認します。

❺ 契約準備
（あんしん生活計画の作成）

●ご本人の希望と状
況に応じたあんしん
生活計画書（サー
ビスの詳細や実施
頻度などを記した
もの）を作成します。

❻ 顔合わせ

●専門職（死後事務
受任者・遺言執行
者）候補者の紹介
と顔合わせを行い
ます。

❼ 公正証書の
　作成

●ご本人と専門職間
で、公正証書遺言・
死後事務委任契
約公正証書を作成
します。

❽ 契約締結

●ご本人と港社協間
で、あんしん生活
サポート事業契約
を締結します。

❾ 預託金・初年度
     利用料の振込

●契約から２週間以
内に、預託金及び
初年度基本利用
料を港社協指定
の口座にお振り込
みいただきます。

●見守り・身元保証
代替支援
●生活支援
●書類等預かり
●死後事務支援

あんしん生活サポート事業の手続きの流れ　　相談から契約までに３～６ケ月程度かかります。

サービス開始10

・月に1 回以上の電話、半年に1 回以上の訪問による見守りを行います。
・入院・入所時、退院・退所時の手続きを支援します（説明の同席等）。
・預託金から入院・入所費等の支払いを行います（本人の意思確認ができない場合）。
・医療に関する本人の意向を医療機関へお伝えします（本人の意思確認ができない場合）。

・福祉サービス等に係る相談や情報提供を行います。
・日常的な範囲の税金や社会保険料、公共料金等のお支払いを支援します。
   また預貯金の払い戻しを行います。
・入院・入所中に必要な自宅内物品のお届け、安全確保のための自宅保全を行います。

・通帳、実印や届出印、不動産の登記識別情報や年金証書などの書類をお預かりします。

・死後事務受任者、遺言執行者との連絡調整を行います。
・死後事務受任者の業務履行状況を確認します。
※１及び４は必須サービス。２及び３は希望により利用可能。

見守り・身元保証代替支援（預託金に基づく保証人に準じた支援を行います）1

生活支援2

書類等の預かり3

死後事務支援（※死後事務は死後事務受任者（専門職）が行います）4

・医療の同意
・ホームヘルプサービスのような
   生活援助や身体介助
・通院の同行

等はこの事業では行いません。

■■■■■■サ ー ビ ス 内 容

次のすべてにあてはまる人がご利用いただけます。

❶ 港区に住民登録があり現に居住している。
❷ 65歳以上の人、または障害や病気等により支援が必要な人。
❸ 頼れる身寄りがいない。
❹ 契約内容について理解・判断ができる。
❺ 資産（居住用不動産を除く）が 3,000万円以下である。
❻ 住民税課税所得金額が145万円未満（公的年金のみの場合、収入約330万円/年が目安）で負債がない。
❼ 契約時及び契約期間中、原則として収支がプラスである。
❽ 生活保護を受けていない。
❾ 任意後見契約を締結しておらず、 法定後見開始の審判を受けていない。
10 死後事務委任契約公正証書及び遺言公正証書を作成している（契約までに作成いただきます）。

契約後に判断能力が低下した場合

法定後見制度等への移行を支援し、あんしん生活サポート事業の契約は終了します。契約が終了した
場合、死後事務委任契約（法定後見制度に移行の場合に限る）や遺言公正証書の効力は残ります。

※支援にかかる交通費は本人負担となります。

８０万円（火葬費用として３０万円、入院・入所費用として３ケ月分５０万円）
年間１５,０００円
１時間１,７００円（３０分単位で８００円を加算）
１ケ月７００円
死後事務受任・遺言執行後、専門職への報酬が別途必要です
死後事務委任書類作成報酬・遺言作成報酬、公正証書作成費用
合わせて ３０万円程度～

預 託 金
基 本 利 用 料
生 活 支 援
書 類 等 の 預 か り
死 後 事 務 支 援

契約前に必要な費用 

■■■■■■■■■■■こ の 事 業 を 利 用 で き る 人

■■■■■■費 用 に つ い て

¥
¥

必須

必須

・在宅の場合：港区内
・入院・入所の場合 ：港区及び港区から原則公共交通機関を使用し、
　片道２時間程度以内で訪問可能な範囲

■■■■■支 援 エ リ ア

※契約締結時は港区に住民登録があり居住していることが要件ですが、
　契約後は支援エリア内であればサービスが受けられます。


